
 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年度事業計画（案）について 
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１．事業計画（案） 

 

平成 20･21 年度においては，協議会，幹事会等の開催や『阿見町地域公共交通総合

連携計画（以下「連携計画」という。）』策定に係る調査事業として，町民意向調査，総

合病院におけるアンケート調査，モビリティマネジメントの試行的実施，さらにはコミ

ュニティバス及び企業通勤バス社会実験運行の実施などの詳細調査を実施し，「国の地

域公共交通活性化・再生総合事業補助事業（以下「補助事業」という。）を活用して，

連携計画を策定しました。 

平成 22 年度は，補助事業を活用して連携計画の第 5 章「□3 各地区の居住者の中央

地区への公共交通の整備」（デマンドタクシー）の実証運行を平成 23 年 2 月から運行

開始しました。 

平成 23 年度は，引き続き補助事業を活用して阿見町デマンドタクシー【あみまるく

ん】の実証運行を実施するとともに，連携計画の第 5 章「□1 荒川沖駅にアクセスする

バス路線の充実」において，幹線路線バスの再編等やデマンドタクシーとの連携に関

して検討していきます。 

 

①デマンドタクシーの実証運行の実施とこれらに対する評価事業 

  ※デマンドタクシーの運行内容をより充実させるため，利用者等からの意見を積極的に受

け入れながら，運行方法等に関して協議会等での協議を図りながら関係者との合意形成

のもと実施する。 

  ●阿見町デマンドタクシー【あみまるくん】運行概要 

   ・運行主体：阿見町地域公共交通活性化協議会 

   ・運行事業者：㈲新町タクシー，日本貿易運輸㈱ 

   ・予約センター受付業務：（社）阿見町シルバー人材センター 

   ・運行区域：町内全域 

   ・運行日及び時間帯：月～金曜日（ただし，祝・祭日及び年末年始は運休） 

             8:00～17:00 

・運賃：大人 (中学生以上)  400 円  

小児 (小学生)          200 円 

幼児 (3 歳以上 7 歳未満の未就学児) 

保護者 1 人につき 2 人まで無料。ただし，3 人目からは小児運賃（必ず

保護者が同伴のこと） 

乳児 (3歳未満)     無料（必ず保護者が同伴のこと） 

 

②荒川沖駅便を中心とした幹線路線バスの再編等の検討 

※関係事業者を含めて，町内路線バスの再編等やデマンドタクシーとの連携に関して検

討する。 

   ・路線バス再編等検討会の設置（交通事業者等により構成） 

   ・路線バスに関する調査事業の実施 

 

③地域公共交通活性化・再生総合計画事業における評価検証事業 

     ※国の地域公共交通活性化・再生総合事業に基づき，町の公共交通整備に対する評価検証

を実施する。 
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２．スケジュール（案） 

日   程 議事内容 

平成 23年 3月初旬～中旬 ・国への補助公募及び補助申請（計画事業 2年目） 

平成 23年 4月下旬 第 1回 幹事会 ・第 1回協議会に関する協議 

平成 23年 5月中旬 第 1回 協議会 

・平成 22年度決算について 

・平成 22年度事業の報告について 

・平成 22年度デマンドタクシー運行状況について 

・デマンドタクシー運行に関するアンケート調査
の実施について 

平成 23年 6月中旬 第 1回 検討会 ・路線バス再編等に関する検討① 

平成 23年 7月下旬 第 2回 検討会 ・路線バス再編等に関する検討② 

平成 23年 8月～ ・路線バスに関する調査事業の実施 

平成 22年 8月下旬 第 1回 専門部会 ・デマンドタクシー運行に関する意見交換会① 

平成 23年 10月初旬 第 3回 検討会 ・路線バス再編等に関する検討③ 

平成 23年 11月下旬 第 2回 幹事会 ・第 2回協議会に関する協議 

平成 23年 12月中旬 第 2回 協議会 

・平成 23 年度計画事業（2 年目）の事後評価につ
いて 

・路線バス再編等の方向性について 

・その他 

平成 24年 2月初旬 第 2回 専門部会 ・デマンドタクシー運行に関する意見交換会② 

平成 24年 2月中旬 第 3回 幹事会 ・第 3回協議会に関する協議 

平成 24年 2月下旬 第 3回 協議会 

・平成 23年度計画事業に係る評価・検証について 

・平成 24年度事業計画（案）及び予算（案）につ
いて 

※国の地域公共交通活性化・再生総合事業費補助金は，平成２２年度で廃止となりま

すが，平成２３年度からは，新しい補助制度「地域公共交通確保維持改善事業」が

創設され，経過措置で補助が認められる見込みです。 

※補助金は，現行の国の要綱上どおり１／２計上したもので，実際の補助率等は未定

です。 


